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とやま中央会 FAX 情報 

２０２１．６．１５ 発行 №６０９ 

 

「富山県中小企業リバイバル補助金（第２次募集）」を 

募集しています 

－富山県－

富山県では、中小企業等の皆様方がビヨンドコロナの「新しい生活様式」やデジタル化など経済社会

構造の急速な変化に対応し、事業の再建、成長発展を諮るための意欲的な取組みを支援するため、「富

山県中小企業リバイバル補助金」を創設しました。 

この度、第２次募集を令和３年６月１１日（金）より開始しています。第２次募集では、これまでの

中小企業、小規模企業者、ＮＰＯ法人、医療法人に加え、中小企業等経営強化法に基づく組合も補助対

象に追加されています。 

 

１．補助対象者 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受

け、売上が減少した、県内に主たる事業所を置

く中小企業者、小規模企業者、ＮＰＯ法人、医

療法人、組合（中小企業経営強化法に基づくも

の）※個人事業主、フリーランスも可。みなし

大企業、暴力団関係者、性風俗営業等事業者を

除く。 

２．補助対象事業  

（１）通常枠 

 ①ＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）推進 

  非接触型ビジネスの展開・システム開発、

ビッグデータ活用、業務効率化に資する

IoT・ＡＩ技術・設備導入 等 

 ②販路開拓・売上向上 

  ＥＣモール出店（登録料）、ＥＣサイト作

成、ＷＥＢ等広告宣伝、キャッシュレス対

応、テイクアウト・デリバリー対応、メニュ

ー表記の多言語対応 等 

 ③新商品開発 

  商品開発、研究開発費、製造設備整備 等 

 ④環境改善 

  感染症対策（換気システム導入などハード

整備、消毒・清掃機器レンタル等）、施設改

修、感染症対策を兼ねた熱中症対策 等 

 ⑤経営革新 

  働き方改革や人材育成に係る各種講習会開

催、ＢＣＰ計画策定 等 

（２）特別枠 

 ①企業間連携（「ワンチームとやま」枠） 

  複数企業が連携した新ビジネスの創出や生

産性向上・コスト低減に資する事業 

 ②業態転換・事業承継枠 

 ・業態転換等を伴う新市場の開拓や新規事業

の立上げなど事業継続や経営変革に資する事

業 

 ・事業承継を契機に新たに取り組む新商品・

サービスの開発や販路開拓等の意欲的な事業 
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３．補助率・補助金額 

（１）通常枠 

 【補助率】中小企業者・組合 2/3 

      小規模企業者 3/4 

 【補助金額】最大 100万円 下限 30万円 

（２）業態転換・事業承継枠 

 【補助率】中小企業者・組合 3/4 

      小規模企業者 4/5 

 【補助金額】最大 200万円 下限 50万円 

４．募集締切  令和３年７月２１日（水） 

５．申請方法 オンライン申請又は郵送 

 下記ＵＲＬより募集要領をご確認ください。 

https://www.tonio.or.jp/info/20210305-ri/ 

６．申請先・お問い合わせ 

公益財団法人富山県新世紀産業機構 

中小企業支援センター 

ＴＥＬ．０７６－４４４－５７３５ 

ＦＡＸ．０７６－４４４－５６０９ 

 

◇ 取引力強化推進事業公募のご案内 

 

富山県中小企業団体中央会では、令和３年度

取引力強化推進事業の公募を令和３年６月１

７日（木）より開始いたします。中小企業・小

規模事業者の取引力強化促進を図るために組

合が行う共同事業の活性化、受注促進、ブラン

ド構築などの取組みに対し支援いたします。 

 

１．公募期間  

令和３年６月１７日（木）～６月３０日（水） 

２．補助対象者 

 小企業者組合、小規模事業者組合 

３．補助対象事業 

 中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の

活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るた

めに行う、先進的又は波及効果・横展開が期待で

きる事業。 

（１）共同事業活性化 

共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合

事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合

ホームページやチラシ等の検討や作成等を行

う事業。 

（２）受注促進 

共同受注促進のため、組合ブランド商品の

ホームページやチラシ等の検討や作成等を行

う事業。 

（３）ブランド構築 

連携によるブランド構築を目指す事業であ

って、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブ

ランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッ

ケージ等の検討・作成を行う事業。 

（４）取引条件改善 

団体協約の締結や取引条件の改善に向けた

交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を

促進するために行う事業。 

（５）その他 

上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中

小企業・小規模事業者の取引力強化を促進す

るための事業。 

４．補助金額・補助率 

補助金額：上限 500千円（税抜）/件 

（下限額は 100千円（税抜）） 

補助率：補助対象経費総額（税抜）の 2/3 

５．補助対象経費/ 

謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場

借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費 

６．申請先・お問い合わせ先 

富山県中小企業団体中央会 流通・労働支援課 

ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

ＦＡＸ．０７６－４２２－０８３５ 

 公募要領等は本会ＨＰに公募開始日にアップ

いたします。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/ 

 

◇ 小企業者組合成長戦略推進プログラム等支

援事業公募のご案内 

 

富山県中小企業団体中央会では、令和３年度

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援

事業の公募を令和３年６月１７日（木）より開
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始いたします。小企業者の経営基盤の強化や生

産性の向上を目指した、既存の共同事業の改善

や新たな事業開発のためのフィージビリティ・

スタディ（実現可能性調査）、さらにはフィー

ジビリティ・スタディの結果を具体化するため

の事業に対して助成を行い、小企業者及び小企

業者組合の活性化を支援します。 

 

１．公募期間  

令和３年６月１７日（木）～６月３０日（水） 

２．補助対象者 

 小企業者組合 

３．補助対象事業 

（１）小企業者組合が、組合員及び組合の活性化

のために実施するフィージビリティ・スタデ

ィ（同一年度に行う、当該フィージビリティ・

スタディの前提となる基礎的な調査を含む。） 

（２）上記（１）のフィージビリティ・スタディ

の結果を活用した、以下の具体化のための事

業 

① 上記（１）のフィージビリティ・スタディ

 と同一年度に行う具体化のための事業 

② 上記（１）のフィージビリティ・スタディ

を行った次年度以降に行う具体化のための事

業であって、当該事業と同一年度に当該事業

を活用した別途のフィージビリティ・スタデ

ィを行うことを前提とするもの。 

４．補助金額・補助率 

補助金額：上限 1,200千円（税抜）/件 

補助率：補助対象経費総額（税抜）の 6/10 

５．補助対象経費/ 

謝金、旅費、会議費、借損料、通信運搬費、印

刷費、原稿料、消耗品費、雑役務費、委託費 

６．申請先・お問い合わせ先 

富山県中小企業団体中央会 流通・労働支援課 

ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

ＦＡＸ．０７６－４２２－０８３５ 

 公募要領等は本会ＨＰに公募開始日にアップ

いたします。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/ 

 

◇ 商品開発、販路開拓についての相談窓口の

ご案内 

 

 富山県総合デザインセンターでは、「デザイン」

を活用した商品開発を支援するため、事業者の

悩みに個別に対応し、アドバイスしています。 

 「アイデアを商品にしたい」「パッケージデザ

インを相談したい」「ロゴデザインを作りたい」

「商品の PR や販売ルートを相談したい」など

様々な課題について、相談を受付け、デザイナー

の紹介や試作の支援など、デザイン分野の職員

がサポートしますので、お気軽にご相談くださ

い。富山地区と新川地区にて出張相談窓口を実

施しています。 

 

１．出張相談窓口 

【富山地区】 

会場：富山県民会館 6階 604号室 

（富山市総曲輪 4-18） 

 相談日：毎月第 2・4金曜日 

（13時 30分～16時 30分） 

【新川地区】 

会場：富山県魚津総合庁舎 4階 405会議室 

（魚津市新宿 10-7） 

 相談日：毎月第 1金曜日 

（13時 30分～16時 30分） 

※事前申込制（先着順）です。各相談日の前日ま

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第一 銀 行 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/
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でにお電話でお申込みください。 

２．お問い合わせ先 

富山県総合デザインセンター 

ＴＥＬ．０７６６－６２－０５１０ 

受付時間：9時～17時（月～金 祝日除） 

 

◇ 富山県ローカル５Ｇ活用スマートファクト

リー推進事業費補助金を募集しています 

 

 富山県では、自社の生産性向上や新たな付加

価値の創出のため、工場のスマート化を図る県

内ものづくり企業に対して、製造業の高度化が

期待される「ローカル５Ｇ」の導入に向けた技術

実証や計画策定に必要な経費の一部を支援する

「富山県ローカル５Ｇ活用スマートファクトリ 

ー推進事業費補助金」の公募を実施しています。 

 

１．補助対象者  

 県内に本社又は事業所を有し、製造業を含む

事業を行っている企業 

２．補助対象事業  

自社の生産性向上や新たな付加価値の創出に

向け、ローカル５Ｇの活用を検討する取組み（※）

であり、県内で実施される事業 

（※）「ローカル５Ｇの活用を検討する取組み」

とは、企業における人手不足や生産性向上等

の課題解決を図るため、ローカル 5Gの活用を

前提とした技術実証や計画策定等を行う取組

み 

 【テーマ例】 

・高精細画像伝送による AI画像検査の高度化

 ・AR スマートグラスを活用した熟練者の技能

  伝承 

・遠隔地からの作業者支援の実現 

・無線による生産ラインのレイアウトフリー

  化 

３．補助対象経費 

ローカル５Ｇの活用に向けた技術実証や計画

策定に必要となる経費 

（機械装置・器具費、クラウド使用料、専門家経

 費、通信運搬費、委託費 等） 

４．補助率等 

補助率：2分の 1、補助上限額：250万円 

採択件数：4件程度 

５．公募期間 

第１回：令和３年６月３日（木）から７月１６日

（金）まで 

第２回：令和３年８月２日（月）から８月３１日

   （火）まで 

６．申請方法 

 下記ＵＲＬより申請書をダウンロードし、必

要事項を記入のうえ、オンライン又は郵送で必

要書類をご提出ください。 

https://www.pref.toyama.jp/1301/sangyou/sh

oukoukensetsu/shoukougyou/smartfactory.htm

l 

７．お問い合わせ先 

富山県商工労働部商工企画課企画係 

〒930-8501富山市新総曲輪 1-7県庁東別館 3階 

ＴＥＬ．０７６－４４４－３２４３ 

ＦＡＸ．０７６－４４４－４４０１ 
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